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議　　長　　会　　報　　告

（令和４年10月～ 12月）

１　開催状況
年　　月　　日　 会議名及び場所 主な議題等 主 な 議 決 事 項 等
令和４. 10. 27（木） 九州市議会議長会

第３回理事会
　於：伊万里市

・提出議案16件の審
議等について
※うち，鹿児島県関
係分２件
・全国市議会議長会
評議員会提出議案の
審議について

・「南九州地域の交通網の整
備促進について」など議案
16件を可決し関係省庁等へ
の実行運動を行うことを決定
・「保育士の処遇改善につい
て」及び「九州における高
速交通網等の整備促進につ
いて」の正議案２件及び予
備議案１件を全国市議会議
長会評議員会提出議案とす
ることを決定

令和４. 11.８（火） 九州市議会議長会
支部長・相談役会議
　於：東京都

・10月の第３回理事
会で可決した議案16
件の関係省庁等への
実行運動等について
※うち，鹿児島県関
係分２件
（内容については，
第３回理事会に同じ）

・「南九州地域の交通網の整
備促進について」など議案
16件について，関係省庁等
への実行運動

鹿児島県市議会議長会
臨時総会
　於：東京都

・提出議案１件の審
議について
・７月の定期総会で
可決した議案27件及
び新規議案１件，計
28件の関係省庁等へ
の要望について

・「道路整備等公共事業関係
予算の確保について」など
28件について，関係省庁等
要望先の確認
・本県関係国会議員との意
見交換等

令和４. 11.９（水） 全国市議会議長会
第 229 回理事会・
第 113 回評議員会合同
会議
　於：東京都

・会長提出議案５件
及び部会提出議案18
件の審議等
※うち，九州部会関
係分２件
（内容については九
州市議会議長会第３
回理事会において全
国市議会議長会評議
員会提出議案として
議決された正議案に
同じ）

・「多様な人材の市議会への
参画促進に関する決議」及
び「九州における高速交通
網等の整備促進について」
など議案23件を可決し関係
機関への実行運動を行うこ
とを決定

議長会報告
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２　議決された要望等
　　①　鹿児島県市議会議長会関係

　　　　　鹿児島県市議会議長会臨時総会　（令和４. 11. 8開催）

森林環境譲与税の配分について

　平成31年３月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し，令和元年度より「森林

環境譲与税」が地方自治体に譲与され，間伐や人材育成・担い手の確保，木材利用の促進や普及啓発

等，地方が直面している森林現場の課題に対応するための新たな財源として活用が期待されている。

　しかしながら，私有林人工林面積，林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分とされる森林

環境譲与税の配分方法によれば，森林管理をさほど要求されない人口の多い都市部により多く譲与さ

れていることも事実である。

　過疎の進む地方都市では，所有者が分からず管理が行き届いていない荒廃した山林や，管理に苦慮

した末に業者に売り渡し，皆伐されてその後は放置される山林が多数存在する。

　また，近年増加している集中豪雨が起きた場合，保水力が低下した山林が原因で下流域の河川が一

気に増水し，伐採したまま放置された樹木が流れ下り水路や河川を堰き止め，橋りょうを壊し，時に

は住宅にも被害を与えている。

　伊佐市では令和２年から３年連続して集中豪雨が発生し甚大な災害が発生しているが，豪雨による

水害に前記の原因が重なり被害をより大きなものとしているのが実情である。

　このようなことから，森林面積を多く持つ地方都市に，より恩恵のあるものとするよう森林環境譲

与税の配分方法を見直し，国土の保全や水源の涵養を確固たるものにすべく，下記の事項について，

格別のご高配を賜るよう強く要望する。

記

　森林環境譲与税について，私有林人工林面積が多い地方自治体により多く譲与されるよう配分方法

を見直すこと。
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　　②　九州市議会議長会第３回理事会　（令和４. 10. 27開催）

　　　ア　鹿児島県関係分２件

農林漁業の振興対策について

　近年，世界的な人口増加等による食料需要の増大や気候変動による生産減少など，様々な要因に

よって食料の安定供給に影響を及ぼす中，大きく輸入に依存する我が国では，食料品や生産資材など

の値上げ，化石燃料の高騰などにより，国民の生活に対する不安感は日に日に増している。

　その中でも食料は，人間の生命維持・健康で充実した生活をする上での基礎であることから，農林

漁業の振興は，食糧安全保障上の観点から，国・地方自治体において注力すべき最重要課題の一つで

ある。

　しかしながら，我が国の農林漁業は，高齢化，担い手不足による労働力の減少，荒廃森林・林地開

発の増加，自然環境の変化等による漁獲量の減少等により生産基盤が脆弱化したことに加え，新型コ

ロナウイルス感染症の影響は，国内の農林漁業にかかる生産，流通，消費等あらゆる分野に対して過

去にない大きな打撃を与え続けている。併せて，ロシアによるウクライナ侵攻や急激な円安により，

配合飼料や肥料，燃油等農業用資材価格の高騰に歯止めがかからず，農業経営を圧迫する事態も生じ

ている。

　こうした中，農林漁業の持続的な発展のためには，農地，森林，海洋生物資源等の適正な管理保全

及び担い手の育成・確保とともに，食料自給率の向上等の取り組みが不可欠である。

　このようなことから，国においては，下記の事項について速やかに実現されるよう強く要望する。

記

１　過疎地域及び中山間地域等における現状を踏まえた農地利用の最適化や基盤整備，環境整備等に

資する施策を積極的に推進し，農業の振興，農業経営の安定・効率化と地域環境整備等を図ること。

　　また，未相続地の取扱いが困難なことから，基盤整備等が立ち遅れている農地等が多く存在する

ため，未相続地の有効利用に関する法的な整備を図ること。

２　担い手不足や労働力不足を解消するため，自動操縦技術による省力化などＩＣＴ技術活用による

効率的で高品質な作物生産を目的としたスマート農業を推進するとともに，高額機械等導入に係る

農家の負担軽減を図ること。

３　農業所得向上のための小規模農家に対する支援策を充実・強化すること。

４　「日本型食生活」の維持，食料自給率向上等のため，米の消費拡大に資する施策を積極的に推進

すること。

５　畜産業振興策の強化及び畜産農家の保護・育成並びに所得の向上に資する施策を充実するととも

に，口蹄疫，鳥インフルエンザ及び豚熱などの家畜伝染病等に対する支援策を拡充すること。
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６　過疎化や高齢化に伴う荒廃農地の発生等により，有害鳥獣の生息域が拡大している中，農作物に

甚大な被害を与えている有害鳥獣駆除等の被害防止対策を推進するとともに，自治体の負担軽減を

図ること。

７　国土の保全，水源の涵養等の森林のもつ重要な役割を維持するため，森林が有する多面的機能の

維持管理に対する支援，治山事業等の推進，林産物の供給対策等の支援，木材利用の促進その他林

業振興のための施策を推進すること。

８　沿岸漁業の振興及び小規模漁業者の所得向上に資する施策の充実に努めるとともに，資源管理型

漁業の推進，種苗生産体制の支援策の充実等による栽培漁業の振興を図りながら，水産業振興のた

めの支援策を強化すること。

９　農業用資材価格の高騰に起因する農業経営への影響を緩和すべく，各種補助制度等による支援策

の充実を図ること。

南九州地域の交通網の整備促進について

　交通網の整備充実は，産業，経済，観光，文化の振興，災害時における避難，救助などに重要な役

割を果たすものである。

　とりわけ，国土の中枢部から遠く離れた鹿児島県域では，中央あるいは九州域内を結ぶ交通網の整

備は地域活性化を推進し，少子高齢化が進む中，救急医療体制の構築や地方への医師派遣など，安心

安全な社会の実現を図る上でも，重要かつ緊急な課題である。

　また，新型コロナウイルス感染症収束後に経済を浮揚させるとともに，地方創生及び国土強靱化を

推進するため，道路整備や維持管理を計画的かつ着実に進めていくことが求められている。

　よって，国においては，地方が真に必要な道路を整備するための予算を安定的に確保されるととも

に，広域的な交通網の整備促進のため，下記事項について，特段の配慮をされるよう強く要望する。

記

１　道路整備の必要性及び地方財政の危機的状況に十分配慮し，長期安定的な整備・管理が進められ

るよう，新たな財源を創設するとともに，令和５年度道路関係予算の要求額を満額確保し，防災・

減災・国土強靭化を強力かつ継続的に進めていくために，公共事業関係予算の総枠を十分確保する

こと。

　　また，激甚化・頻発化する大規模自然の脅威・危機に即応し，地方公共団体への人的・技術的支

援のため，地方整備局の体制を充実・強化すること。

２　東九州自動車道の建設促進について

⑴　「南郷～奈留」間の早期事業化を図ること。

⑵　「清武南～日南北郷」間の早期完成を図ること。

⑶　「日南東郷～油津」間，「夏井～志布志」間の供用予定年次の明示及び早期完成を図ること。
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⑷　「油津～南郷」間，「奈留～夏井」間の整備促進を図ること。

⑸　「隼人東ＩＣ～加治木ＪＣＴ・ＩＣ」間の４車線化の早期完成を図ること。

⑹　暫定２車線区間における４車線化の優先整備区間である「末吉財部ＩＣ～隼人東ＩＣ」間の早

期事業化を図ること。

３　南九州西回り自動車道の整備促進について

⑴　芦北出水道路（水俣～出水間）の供用開始予定年次の明示及び早期完成を図ること。

⑵　阿久根川内道路の整備促進を図ること。

⑶　暫定２車線区間における４車線化の優先整備区間である「美山ＩＣ～伊集院ＩＣ」間の事業中

区間の整備促進及び残る優先整備区間の早期事業化を図ること。

４　高規格道路等の整備促進について

⑴　鹿児島東西幹線道路の「田上ＩＣ～甲南ＩＣ（仮称）」間の早期完成及び甲南ＩＣ（仮称）以

東の早期事業着手を図ること。

⑵　鹿児島南北幹線道路の早期事業化を図ること。

⑶　北薩横断道路の「溝辺道路」，「広瀬道路」，「宮之城道路」及び「阿久根高尾野道路」の早期開

通を図ること。

⑷　都城志布志道路の早期全線供用開始及び曽於志布志道路を新広域道路交通計画の構想路線から

事業化路線に指定すること。

⑸　鹿児島港臨港道路（鴨池中央港区線）の早期整備を図ること。

⑹　大隅縦貫道の「吾平道路」の早期完成，「吾平大根占田代道路」の早期整備及び国道448号以南

の整備促進を図ること。

⑺　薩摩半島横断道路の構想路線から計画整備路線への早期格上げを図ること。

⑻　大隅横断道路の早期事業化を図ること。

５　一般国道の整備促進について

⑴　国道10号について

ア　鹿児島北バイパス及び白浜拡幅（４車線化）の早期完成を図ること。

イ　曽於市区間の４車線化及び深川交差点改良を図ること。

⑵　国道220号について

ア　垂水市牛根境防災及び霧島市亀割峠防災の整備促進を図ること。

イ　垂水市牛根境・境川地区・磯脇地区及び志布志市志布志町帖地区の歩道の整備促進を図るこ

と。

ウ　古江バイパスの早期完成を図ること。

⑶　国道225号について

ア　峯尾峠の視距改良事業Ｌ＝1, 000ｍの早期着手を図ること。

イ　川辺峠南九州市側の登坂車線未整備区間Ｌ＝800ｍ及び連続カーブ区間Ｌ＝700ｍの早期整備

を図ること。

ウ　南九州市川辺町田代地区の登坂車線の早期整備を図ること。
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エ　南九州市川辺町木場田橋の改修を行うこと。

オ　南九州市川辺町両添上交差点と両添交差点及び周辺の両添地区事故対策事業の早期完成を図

ること。

カ　南九州市川辺町平山地区の歩道及び交差点の早期整備を図ること。

⑷　国道226号について

ア　喜入防災事業の早期着工を図ること。

イ　北十町歩道の早期完成を図ること。

ウ　「指宿市十二町交差点～鹿児島市平川道路起点」間の当面の交通の円滑化と安全性の確保を

図るため，線形改良や道路拡幅，交差点の改良，歩道の設置等の整備を図ること。

エ　「鹿児島市喜入旧市交差点～同市平川道路起点」間の４車線化に向けた調査検討を進めるこ

と。

オ　南さつま市笠沙町笠沙道路（高崎山地区～野間池地区間）の早期完成を図ること。

カ　南さつま市笠沙町野間池地区から同市坊津町今岳地区の早期着手を図ること。

キ　南さつま市坊津町久志拡幅（久志地区）の早期着工を図ること。

ク　指宿市山川成川地区（山川高校前交差点）の早期着手を図ること。

ケ　南九州市頴娃町長崎地区及び「頴娃町大川～知覧町門之浦区」間の歩道設置の早期着手を図

ること。

コ　改良済み区間の老朽化対策の強化を図ること。

⑸　国道270号の道路拡幅，道路線形の改良及び付加車線等の整備を促進し，歩道の整備を図るこ

と。

⑹　国道447号の「宮崎県えびの市真幸地区～鹿児島県伊佐市大口青木地区」間のバイパスの早期

完成を図ること。

６　島原・天草・長島架橋構想の推進について

⑴　島原・天草架橋及び天草・長島架橋建設に資する調査を再開すること。

⑵　島原道路の整備促進及び島原天草長島連絡道路の具体化に向けた検討を実施すること。

　　　イ　全国市議会議長会評議員会提出議案（鹿児島県関係分）

九州における高速交通網等の整備促進について

　九州地域全体の産業・経済の発展と生活文化の向上を図り，多極分散型の国土形成を促進するため

には，高速交通網の整備充実が不可欠である。

　中央経済圏から遠隔の地にある九州においては，本州方面及び九州内各地を結ぶ高速交通網の整備

が総体的に遅れており，このことが九州の発展を阻害する要因ともなっている。
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　九州の高速交通網の早期完成は，九州域内のみならず，本州との産業，経済の交流が促進され，地

域の医療，災害時の輸送路確保等の住民生活の安定が図られるなど，多大な波及効果をもたらし，九

州地域の一体的発展に貢献するものと期待されている。

　よって，国においては，九州地域の一体的発展を図るため，下記事項について速やかに実現される

よう強く要望する。

記

１　九州新幹線西九州ルートの着実な整備及びＪＲ在来線の輸送改善を行うとともに，東九州新幹線

の整備計画路線への格上げを行い，所要の整備財源を確保すること。

２　高規格幹線道路（東九州自動車道，西九州自動車道，九州横断自動車道延岡線，南九州西回り自

動車道），地域高規格道路及び主要国道の整備促進，早期全線供用を図ること。

３　九州西岸軸構想の中核となる島原・天草・長島架橋構想の早期実現に向けた所要の調査の再開を

図ること。

４　離島航路の海上高速交通体系が現状どおり維持されるよう，高速船ジェットフォイルの代替船建

造を推進し，新船建造に対する財政的支援を行うとともに，特定国境離島の観光振興のため，特定

有人国境離島地域社会維持推進交付金にかかる航路・航空路運賃の低廉化の対象者について，当該

地域を訪れる者に拡大すること。

５　沖縄県の均衡ある発展と慢性的な交通渋滞の緩和を図るため，沖縄本島を南北に縦断する鉄軌道

を含む新公共交通システムの早期導入を図ること。

６　道路整備に加え災害時の現場対応や自治体支援において大きな役割を担う国（九州地方整備局

等）の人員体制について，引き続き充実・強化を図ること。

７　道路施設の定期点検の結果を踏まえ，予防保全による道路の老朽化対策の一層の推進を図ること。

　　③　全国市議会議長会第113回評議員会（４. 11. ９開催）

　　　 ※会長提出議案５件

多様な人材の市議会への参画促進に関する決議

　地方分権が進み，市議会の役割と責任が増している。また，社会経済の急速な構造変化を背景に，

市議会には多様化する民意の市政への反映と集約が期待されている。

　一方，議員の年齢構成，男女割合，職業分布など議会構成の現状が，これからの市議会が期待され

る使命を果たす上でふさわしいものか，疑問を呈する指摘がある。

　若者や女性，会社員など多様な人材の市議会への参画を促し，議会を活性化することは，多くの市
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議会の緊要な課題である。

　先の統一地方選挙では，地方議会の無投票当選者の割合が高まるなど，小規模市議会では議員のな

り手不足が深刻化している。今後，人口減少の加速により，議員のなり手不足が多くの市の共通問題

になり得る懸念も否定できない。

　多様な人材の市議会への参画を促す対策は，議員のなり手不足を克服する一助にもなると期待され

る。

　このため，我々市議会は，各市の実情を踏まえ，主体的・持続的な議会改革を進め，それぞれ市の

最高意思決定機関として，市民にとって魅力ある議会をつくる必要がある。

　市議会の現状と課題について市民と双方向のコミュニケーションを深めるとともに，行政監視・政

策提起能力の強化，政務活動費の適正な執行に努め，併せて社会のデジタル化に対応して議会運営の

高度化・効率化を図るなど，議会に対する市民の理解と信頼の向上に取り組む。

　よって，国においては，来年春の統一地方選挙に向け，下記事項について一体的・総合的に検討し，

成案が得られた方策から確実に実現されるよう強く要望する。

記

第１　多様な人材の市議会への参画を促す環境整備

１　地方議会の位置付け・議員の職務の明確化

　議会と長の二元代表制から構成される地方自治の重要性に鑑み，地方議会の意思決定機関として

の位置付けや住民の代表者としての議員の職責について，令和５年の統一地方選挙までに地方自治

法で明確化すること。

２　会社員が立候補しやすい労働法制の見直し

　今や就業者の９割を会社員が占めており，若者や女性を含む幅広い会社員層から市議会の議員に

立候補しやすい，また，兼業が認められる場合には議員活動ができる環境を整える必要がある。

　このため，立候補に伴う休暇保障や議員活動のための休職，任期満了後の復職など，労働基準法

はじめ労働法制の見直しを行うこと。

３　兼業（請負）禁止要件の緩和

　地方議会議員の兼業（請負）禁止について，議員が個人として該当する場合と議員が法人の役員

として該当する場合で要件が異なる現行制度を見直し，兼業（請負）禁止要件が立候補の過度な規

制とならないよう，所要の措置を講じること。

４　選挙制度の見直し

　統一地方選挙での選挙実施割合が長期的に低下傾向にある中で，有権者が地方自治について考え，

地方選挙への関心を高め，もって多様な人材の市議会への参画に資するため，長や議員の任期の状

況に配慮しつつ，年間の地方選挙をその年の１又は２の特定日に集約する仕組みを検討すること。

　併せて，便乗選挙の対象拡大，供託金の引下げや，一般市の議員を税法上の寄付金控除制度の対

象とすることについて検討すること。
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５　小規模市における議員報酬の引上げ等を促進する財政支援

（議員報酬の引上げ）

　小規模市議会の議員は，概して議員報酬の水準が低く，経済的に恵まれた議員は別として，兼業

しなければ生計困難に陥りかねない実情にある。

　一方，議会の役割が高まるに伴い，小規模市においても議員活動が年々増大，その内容も高度

化・専門化し，現実には専業として活動せざるを得ない議員も多く，議員のなり手不足の一因にも

なっている。

　このため，住民の理解を得ながら，地域の実情に応じて生計維持が可能な水準まで議員報酬を引

き上げることができるよう，小規模市に対する地方財政措置の強化を図ること。

（兼業議員のための所得損失手当の創設）

　小規模市では，一度に議員報酬の大幅な引上げを図ることが現実的には困難な場合が多く，当面

は，会社員も兼業を前提に議員活動を行わざるを得ない。

　このため，会社員と兼業する議員が休暇や休職等により雇用先から賃金カットを受けた場合，収

入状況に応じ，収入減の一部を補填する所得損失手当（仮称）の創設を検討すること。

６　育児手当の創設

　子育て世代の若者や女性の地方議会への参画を促進するため，期末手当のほか，育児手当の支給

を可能とすること。

７　政治分野における男女共同参画の推進

　「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」に基づき，議員活動と出産育児等の両立

支援のために地方議会が実施する体制整備等の取組に対し支援を行うこと。

８　厚生年金制度への地方議会議員の加入実現

　会社員等が議員に転身しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ，老後の生活や家族

を心配することなく選挙に立候補できる環境を整備するため，厚生年金へ地方議会議員が加入でき

る法整備を図ること。

９　地方議会のデジタル化の促進

　本会議，委員会等のウェブサイト公開，議員に対するタブレット端末の配布，議事の自動音声翻

訳，デジタル人材の育成確保など，地方議会のデジタル化への取組について技術的・財政的な支援

を行うこと。

10　議会関連諸経費に対する地方財政措置の充実

⑴　小規模市議会が，地域の実情に応じ事務局の体制を強化できるよう，小規模市の議会費に対す

る地方財政措置を強化すること。

⑵　以下の事項に係る経費を中心に，市の議会費に対する地方財政措置を充実すること。

①　議会内における保育スペースの設置や議会のバリアフリー化など議会関連施設の整備

②　議員の調査研究，政策提起能力の涵養に資する研修会の開催，議会図書室の充実（公立図書

館，大学図書館等との連携を含む）

③　地域における子ども議会や女性議会の開催，有識者等との連携，その他市民との双方向のコ
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ミュニケーションの強化

11　地方自治教育の推進

　教育の中立性の確保に十分配慮しつつ，地方自治とこれを支える地方選挙の重要性を子どもの時

代から世代を超えて学習できる教育環境を整備すること。

第２　地方議会の権能強化

１　議長に対する議会招集権の付与

　二元代表制の理念に則り，議会が自律的に活動を開始する制度を創設すること。

２　条例による契約の締結，財産の取得・処分の議決対象範囲の弾力化

　議会の監視機能を強化するため，議決を要する契約に係る種類・金額の要件及び財産の取得・処

分に係る面積・金額の要件について，地域の社会経済状況の差異や，議決を契約単位とすべきとす

る最近の判例を踏まえ，政令で定める基準に従い条例で要件を定める現行制度を見直し，各自治体

が地域の実情を考慮した基準により条例で要件を定めることができるようにすること。

３　予算修正権の制約の解消

　議会の政策提起機能を充実させるため，現在，長の予算提案権を侵害してはならないとされてい

る予算修正権の制約を見直し，議会の予算に対する関与を強化すること。

４　再議（一般的拒否権）の対象の明確化

　地方自治法第176条第１項の一般的拒否権は，否決された議決については適用することができな

いと解されているが，明文化されておらず，議会で否決された事件が再議に付される事例が生じて

いる。このため，否決事件を対象外とすることを明確に規定すること。

５　専決処分の対象の見直し

　専決処分の対象について，議会が否決（不同意）した事件を対象外とする旨を明確に規定するこ

と。

６　閉会中の委員会活動の制限の緩和

　現行制度では，議会は，閉会中，その活動能力が失われ，例外的に議決により特定の事件を付託

された委員会が，その付託された事件に限り活動能力が付与されている。

　このため，常時活動している執行機関に対する適切な監視や，突発的な行政問題への迅速な対応

に問題があることから，議会が閉会中でも委員会が活動できるよう現行制度の制限を緩和すること。

７　地方議会のオンライン開催

　感染症のまん延や大規模災害の発生により委員会を開催すること自体が困難な場合に加え，出

産・育児，介護，疾病等の事情により会議場に参集することが困難な議員についてはオンラインで

の参加を認めるなど，本会議への対象拡大も含め，地方議会のオンライン開催の拡充を図ること。

８　議会の招集日の変更

　国の行政実例では，長が議会招集の告示をした後は招集日を変更することはできないとされてお

り，多くの議会では，告示後に大きな災害・事故などによって議員の応招が困難な状況が生じた場

合も，こうした扱いに従っている。最近の災害でも議員の応招が困難なため，定例会が流会となる
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おそれがあった。

　このため，災害が多発する近況に鑑み，大きな災害・事故など議員の応招が極めて困難と認めら

れる客観的理由が明らかにある場合，議会，とりわけ定例会の招集日の変更を可能とする措置を講

じること。

９　意見書の積極的な活用

　全国の市議会から国会又は関係行政庁に提出された地方自治法第99条に基づく意見書については，

これを調査・分析・評価し，国の政策立案に積極的に活用するとともに，その状況等を公表するこ

と。

ポストコロナを展望した地方行財政の充実に関する決議

　新型コロナウイルス感染症の数次にわたる波状的なまん延やウクライナ情勢に伴う原油価格・物価

高騰は，国民生活や雇用環境に深刻な影響を及ぼし，地域経済に甚大な打撃を与えるとともに，人口

減少・少子高齢化の加速やデジタル技術の進化などと相まって経済・社会・地域の構造変化に拍車を

かけている。地方移住の増加やテレワークの普及など国民の価値観や生活態様も変わりつつある。

　地方自治体，とりわけ都市地域の自治体では，現下の厳しい経済・社会状況の中，新たな行政需要

に適切に対応しつつ，福祉・医療サービスの充実や防災・減災対策の推進，地域の資源を活かした都

市の再生や活力増進などに安定的・持続的に取り組んでいく必要がある。

　よって，国においては，今後の感染状況に適切に対応しながら，ポストコロナの我が国の未来像を

幅広く展望し，地方行財政の充実に向け，特に下記の事項を実現されるよう強く要望する。

記

１　地方税財政の充実

⑴　令和５年度一般財源総額の確保

　コロナ禍の長期化等によって地域経済の低迷が続き，地方財政の恒常的な財源不足が懸念され

るため，地方自治体の安定的な財政運営に必要な地方税・地方交付税等の一般財源総額の確保充

実を図ること。

　地方交付税については，引き続き財源保障機能と財源調整機能を堅持すること。

　地方の財源不足の補填については，本来，地方交付税の法定率の引上げにより対応すべきであ

り，臨時財政対策債が累増することがないよう，その発行を可能な限り縮小すること。

⑵　地方税の充実確保等

　税源の偏在性が小さく，税収が安定的な地方税体系の構築に努めるほか，適正・公平な課税の

実現と新たな課題に対応する観点から，以下の事項に取り組むこと。

①　土地に係る固定資産税について，商業地の課税標準額の上昇額を半減する負担調整措置につ
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いては令和４年度限りとするとともに，令和５年度は負担の均衡化に向けた既定の措置を確実

に行うこと。

②　償却資産に係る固定資産税について，生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経

済対策として講じた特例措置は今回限りとし，期限の到来をもって確実に終了すること。

③　ゴルフ場利用税の現行制度を堅持すること。

④　法人事業税について，電気・ガス供給業に係る収入金額課税の現行制度を堅持すること。

⑤　自動車関係諸税の見直しに当たっては，地方の財政需要に対応した税源を安定的に確保でき

るようにすること。

⑥　法人課税に関する国際協調を踏まえて国内の税制を整備する場合は，地方税制においても適

切に対応すること。

⑶　地球温暖化対策への対応

　2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロとする目標を達成するため，地方自治体は，住民へ

の普及啓発，省エネ機器の普及助成，再生可能エネルギーの利用拡大や導入支援など地球温暖化

対策に重要な役割を果たすことが期待されている。

　地方自治体が，地域の実情に応じ，裁量をもって各般の対策を柔軟に推進することができる十

分な規模の一般財源の確保が図られるよう，国において炭素に係る税を創設又は拡充する場合に

は，その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。

２　地方創生の推進

⑴　デジタル田園都市国家構想の着実な推進

　地方創生の推進及びデジタル田園都市国家構想の実現に向けて，地方の主体的かつ継続的な取

組を支援するため，「デジタル田園都市国家構想交付金」については，安定的に予算枠を確保・

拡充するとともに，複数年度にわたる施設整備事業の採択件数の拡大を図ること。

　また，デジタル田園都市国家構想基本方針を踏まえ，まち・ひと・しごと創生総合戦略の内容

を見直し，地方自治体に対する支援策を充実すること。

⑵　「まち・ひと・しごと創生事業費」の継続・拡充

　地方財政計画における「まち・ひと・しごと創生事業費」を継続・拡充すること。算定に当

たっては，条件不利地域や財政力の脆弱な市町村に配慮すること。

⑶　地方創生関連施策の拡充

①　地方の意見を踏まえ，「地方大学・地域産業創生交付金」の採択件数の拡大を図ること。

②　地方創生に資するテレワークの推進，地方へのサテライトキャンパス設置などコロナ禍を踏

まえた地方創生施策を積極的に展開すること。

３　地方分権の推進

⑴　自治体の自主性の尊重

　提案募集方式の積極的な運用を図り，国から地方への事務・権限の移譲と義務付け・枠付けの

緩和を進めること。

　その際，事務・権限の移譲に当たっては，一般財源ベースでの適切な財源移転を一体的に行う
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とともに，人員等の配置については，地方の自主性を十分尊重すること。

　また，義務付け・枠付けの緩和に当たっては，「従うべき基準」の原則廃止又は参酌化に積極

的に取り組むこと。

⑵　「議会の議決」の尊重

　議会の議決を不要とする提案については，二元代表制における議会の意義と権能を踏まえて，

慎重に対応すること。

４　デジタル社会の実現

⑴　デジタル格差の解消

　地域におけるデジタル格差が生じないように，５Ｇ，光ファイバー等のデジタル基盤を早期に

整備するとともに，専門的なデジタル人材の計画的な育成確保を図ること。

⑵　個人の権利利益の保護

　高度情報通信ネットワークの利用が個人の思想信条，表現，プライバシー等に係る情報収集の

手段として用いられることのないように，個人情報の目的外利用や第三者への提供に係る取扱い

を含め，個人の権利利益の保護に必要な措置を講じること。

⑶　分散管理によるデジタル共通基盤の整備等

　国・地方の情報システムの標準化・共通化，国・地方の保有情報のデータベース化とその有効

活用などデジタル共通基盤の整備に当たっては，地方自治体の意見を十分踏まえ，自治体独自の

活用にも配慮した柔軟なシステムとするとともに，それぞれの情報の管理主体が分散管理する方

式を前提とすること。これらに伴う地方負担については，国による十分な財源措置を講じること。

　また，地方の情報産業の発展やこれを支える人材の育成の妨げにならないよう十分配慮するこ

と。

５　その他

　地方制度調査会の運営に当たっては，複雑・多様化する地方自治の制度と運用の在り方について

調査審議を進めるため，総会及び専門小委員会における地方代表の発言機会を拡充すること。

新型コロナウイルス感染症対策に関する決議

　一昨年来，新型コロナウイルス感染症の新たな変異株が猛威を振るうなど度重なる感染拡大により，

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が繰り返し発令・延長されてきた。

　一連の感染拡大防止対策の長期化により地域経済が危機的な状況に追い込まれており，対象地域は

もとより，それ以外の地域においても国民生活や雇用環境に甚大かつ深刻な影響を及ぼしている。

　そのような中，感染症の収束に向け，ワクチンの追加接種や対象年齢の引き下げに加え，変異株に

対応した新たなワクチンの接種が進められている。また，感染者数の全数把握の見直しや水際対策の

緩和などが進められているが，引き続き感染拡大防止対策や医療提供体制の強化に取り組むとともに，

今後の中長期的な社会経済の姿を構想しつつ，悪化する経済や疲弊する地域の再生のために必要な諸
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施策を迅速・果敢に講じるべきである。

　よって，国においては，感染拡大防止と社会経済活動の両立に向けて，下記の事項を実現されるよ

う強く要望する。

記

１　感染拡大防止等について

⑴　新たな変異株の全国的な感染拡大を防ぐため，必要な場合には，迅速かつ的確に緊急事態宣言

又はまん延防止等重点措置を発令し，国として万全の措置を講じること。

⑵　まん延防止等重点措置の適用及び解除に当たっては，対象区域の市区町村の意見を尊重すると

ともに，変異株の特性等を踏まえ，機動的かつ柔軟な対応が可能となるようにすること。

⑶　ワクチン接種を円滑かつ着実に進めるため，ワクチン及び接種に必要な資材については，国の

責任において十分な量を安定的に確保・供給すること。

⑷　ワクチン接種を安心して受けられるよう，有効性，必要性，安全性及び副反応等のより具体的

で正確な情報を，国民に対し適切かつ迅速に提供すること。

⑸　ワクチンの追加接種（ブースター接種）及び変異株に対応した新たなワクチン接種の実施に当

たっては，科学的な知見に基づいた検証を行うこと。

⑹　特措法に基づく都道府県知事の権限については，今後，検証を行った上で，指定都市・中核

市・保健所設置市が要請する場合，財源と併せて移譲を受けることが可能な制度とすること。

⑺　新型コロナウイルス感染症の自費検査を行う民間検査機関において陽性結果が出た場合，確実

に保健所へ連絡が届く仕組みを早急に構築すること。

２　医療提供体制等の強化について

⑴　医療資源の偏在調整のため，感染者が多く発生している地域に対し，医師や看護師を融通する

ことが可能となる仕組みを設けること。

⑵　医療機関の役割分担や連携を図り，重症者への医療に重点を置く医療提供体制を確立すること。

その際，都道府県の区域を越えた地方自治体間の患者移動を円滑にする広域入院など柔軟な対応

を可能とすること。

⑶　緊急経済対策に沿って，感染症指定医療機関等における病床の確保，医療機器の整備，医療物

資の確保等に対する支援を強化すること。

⑷　「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」について，地域の施策の実情に応じて柔軟

な運用が可能となるようにするとともに，更なる増額や対象事業の拡大を図ること。

⑸　感染患者の受入れの有無にかかわらず，一般患者の受診控えや受入制限による入院・外来患者

数の減少等により多くの医療機関において医業収支が悪化していることから，引き続き地域医療

提供体制が維持できるよう，適切かつ十分な財政支援措置を講じること。

⑹　感染再拡大に備え，更なる病床と宿泊療養施設の確保，臨時医療施設の設置，自宅療養におけ

る適切な医療の提供等の取組を支援すること。
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⑺　新型コロナウイルス感染症とインフルエンザが同時期に感染拡大するリスクを回避するため，

インフルエンザワクチンを必要とする医療機関等に対し，迅速に需要数を確保・供給できるよう，

安定供給対策を講じること。

⑻　今後，未知の感染症が再び脅威となる事態を想定し，保健所・地方衛生研究所体制を抜本的に

強化すること。また，医療提供体制全体を危機管理の視点から早期に再構築すること。

３　偏見・差別・虐待等の防止について

⑴　感染者，濃厚接触者，医療・介護従事者，日常生活に不可欠な業務に従事する者やその家族に

対する偏見・差別を防止するため，国民に対し正確な情報提供や啓発を行うなど必要な対策を講

じること。

⑵　社会環境の変化や休業・失業等に伴う生活不安やストレスにより増加・深刻化している児童虐

待・ＤＶ被害について，相談窓口や支援体制の周知及び充実を図ること。

４　経済対策等について

⑴　「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」については，地方自治体が必要とする

額を十分に確保するとともに，地域の実情に応じ適切かつ弾力的に運用できる制度とすること。

⑵　雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の特例措置や新型コロナウイルス感染症対応休業支援

金・給付金の更なる延長を図るとともに，事業者や労働者に対し制度の周知や利用促進を図るこ

と。

⑶　コロナ禍で厳しい状況が続いている観光の本格的な復興のため，地方の観光を活性化し地方創

生につなげていくための必要かつ十分な財源を確保すること。

⑷　感染拡大防止と社会経済活動の両立に向けた出口戦略を策定するに当たっては，科学的・医学

的根拠に基づき，地方の意見も十分に踏まえた検討を行うとともに，国民に対し丁寧で分かりや

すく説明すること。

頻発・激甚化する大規模災害等からの防災・減災対策 

及び復旧・復興対策等に関する決議

　近年，集中豪雨や台風，地震など様々な自然災害が頻発し，住民生活の安全・安心が脅かされる甚

大な被害が発生している。

　こうした災害から，国民の生命，身体及び財産を守るためには，ハード・ソフト両面から様々な防

災・減災対策のより一層の推進が急務である。

　また，災害発生後の迅速な復旧・復興対策や災害時における新型コロナウイルス感染症対策も重要

となっている。

　よって，国においては，防災・減災対策及び復旧・復興対策の充実強化に向け，特に下記の事項を

実現されるよう強く要望する。
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記

１　台風・集中豪雨・豪雪対策等の充実強化について

⑴　台風等による広域的な河川の氾濫対策のため，堤防整備や治水ダム建設など流域全体の関係者

が協働する流域治水について，十分な財政措置を講じること。

⑵　豪雪被害に係る除排雪経費の所要額の確保を図ること。また，除排雪を行う事業者の支援や住

民の安全確保のための体制整備など，雪害対策の推進を図ること。

２　土石流対策の強化について

　宅地造成及び特定盛土等規制法の成立により，地方自治体の新たな事務や経費の増加が見込まれ

ることから，負担軽減に向けた制度設計を検討するとともに，財政的及び技術的支援を積極的に講

じること。

３　地震・津波・火山噴火対策等の充実強化について

⑴　国土強靱化基本法，南海トラフ地震や首都直下地震等に係る特別措置法など，災害関連諸法に

基づく施策を着実に推進すること。

⑵　地震による建築物の倒壊防止のため，建築物の耐震診断・耐震改修に係る財政支援措置や技術

力の確保に関する取組の充実強化を図ること。

４　防災・安全に資する社会資本整備事業への支援について

⑴　地方財政計画における緊急防災・減災事業債を恒久化するとともに，元利償還金に対する交付

税措置の充実，対象事業の拡大を図ること。

⑵　頻発・激甚化する災害への対策やインフラの老朽化対策を重点的かつ集中的に取り組む，「防

災・減災，国土強靱化のための５か年加速化対策」を着実に推進すること。また，インフラの防

災・老朽化対策について，地方自治体にとって自由度の高い交付金の創設などを図るとともに，

公共施設等適正管理推進事業債の所要額の確保，対象事業の拡大を図ること。

⑶　災害時の停電防止のため，送電・配電施設の強靱化，非常用電源対策の強化について，事業者

とともに取組を推進すること。また，その他ライフライン及び道路や鉄道などの各種インフラに

ついても，一層の強靱化を図ること。

５　災害復旧・復興支援の充実強化について

⑴　被災自治体の災害復旧・復興事業に対する支援の充実強化を図ること。なお，将来の災害に備

え，原形復旧にとどまらず改良復旧を積極的に推進すること。

⑵　災害復旧事業に関する国庫補助採択基準の緩和や被災した事業所施設等についても補助対象と

するなど，補助対象施設の拡大を図ること。

⑶　広域災害では，地域によって被害状況や必要な復旧・復興対策が異なることから，発生後，関

係機関等が被害の全容を可及的速やかに把握できる体制とシステムの強化を図ること。

⑷　被災者支援については，災害救助法や被災者生活再建支援法，国の個別補助制度など，趣旨の

異なる支援制度が存在することから，被災者にとって分かりやすく，不公平感を招かない制度設

計を行うこと。なお，被災者生活再建支援制度については，支給額の増額，適用条件の緩和など，
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更なる充実を検討すること。

⑸　近年の災害の多発に鑑み，災害の事前の備えとしての地震保険や水災補償などの加入について，

国において周知を図るだけでなく，保険料控除制度の拡充など，加入促進に向けた取組を図るこ

と。

６　各種災害からの避難対策の強化について

⑴　避難所については住民の速やかな避難行動を促すためにも，冷暖房整備に加えプライバシーの

確保や授乳室の設置など，きめ細やかな配慮が可能となるよう支援体制の充実強化を図ること。

⑵　避難所における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に万全を期すため，設備・備品の確

保，医療救護体制の整備などに十分な財政支援を講じること。また，応援職員やボランティア等

に対する感染防止対策の推進を図ること。

⑶　洪水や土砂崩れなどの危険度や避難経路を住民が正しく理解し，適切に避難行動がとれるよう，

ハザードマップの活用等による防災知識の普及啓発を強化し，国民全体に対する防災意識の醸成

を図ること。

⑷　地方自治体による適時適切な避難指示等の発令に資するため，災害予測システムなどの新技術

の導入・運営に係る十分な財政支援措置を講じること。また，線状降水帯予測向上のための二重

偏波気象レーダーの設置及び迅速な地震速報や津波予警報のための多機能型地震観測装置の老朽

化対策について十分な財源を確保すること。

⑸　災害ハザードエリアに居住する住民等について，安全で利便性の高い居住誘導区域等への移転

を推進すること。

７　消防防災体制の充実強化について

⑴　地方自治体の消防防災体制の一層の充実を図るため，消防防災施設・設備整備に対する財政措

置を拡充すること。

⑵　地域の防災力の強化を図るため，消防団の装備の充実や団員の待遇改善等に対する財政措置を

拡充すること。

８　医療救護体制の充実強化について

　災害発生時に入院患者の安全の確保や被災者に対する適切な医療を提供するため，医療機関の耐

震化や医薬品・資機材の整備，医療救護に係る人材育成・確保など医療救護体制の充実強化を図る

こと。

９　原子力発電所の安全・防災対策の充実強化について

　東京電力福島第一原子力発電所事故の原因や対応の検証結果を踏まえ，各地の原子力発電所にお

いて，速やかに万全の安全対策及び防災対策の強化を図ること。

東日本大震災からの復旧・復興に関する決議

　東日本大震災の発生から11年が経過した。被災自治体においては，迅速な復旧・復興に向けて鋭意
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努力をしているものの，被災者や被災企業への各種支援，農林水産業の再生等に加え，原子力発電所

事故に起因する風評対策，放射性物質トリチウムを含む多核種除去設備等処理水の処分など困難な課

題が山積している。

　加えて，新型コロナウイルス感染症への対策にも迫られるなど被災地それぞれの状況に応じた柔軟

な対応が必要となっている。

　よって，国においては，持続可能で活力ある地域社会を創造できるよう，一日も早い被災地全体の

復旧・復興に向け，特に下記の事項を実現されることを強く要望する。

記

１　東日本大震災からの早期復旧・復興について

⑴　復旧・復興に向けた財政支援等

①　震災復興特別交付税等地方財政措置について，復興事業が完了するまで措置を講じること。

②　公共施設等の復旧・復興に向け，各種災害復旧補助制度に係る補助率の大幅な嵩上げや対象

経費の拡大などを図るとともに，改良復旧に係る経費の拡大等を行うこと。

③　地盤沈下区域の嵩上げ工事や土地区画整理事業及び上下水道の再整備等に対し，全面的に財

政支援措置を講じること。

④　災害援護資金の償還について，履行期限の延長とともに，東日本大震災に適用される償還免

除の拡充のほか，地方自治体と協議の上，償還免除の基準を明示すること。また，債権回収機

構等を設置し，専門的かつ専属的に債権回収を実施すること。

⑵　被災者生活再建支援

①　被災者の生活再建に向け，雇用対策や被災者支援総合交付金による支援など各種措置の充実

強化を図ること。

②　生活保護，介護，医療について，被災地の実情に応じた支援措置の充実強化を図ること。

③　災害救急医療の増加経費対策や必要な医師の確保，災害拠点病院整備など被災地域の医療機

関に対し万全の支援措置を講じること。

⑶　地域産業の復旧・復興

①　水産業及び関連産業の復興，地元企業や商店街の早期復旧など地域産業への復旧・復興に対

する支援措置の充実強化等を図ること。

②　移住者等の拡大を図り，魅力あふれる地域を創造するため，新産業の集積や教育・研究機関

の誘致について，特段の措置を講じること。

⑷　伝承活動への支援

　震災の記憶と教訓を後世へ継承するための人材育成，研修，情報交換など伝承活動への環境整

備について検討すること。

２　原子力発電所事故災害への対応について

⑴　放射性物質対策事業の推進
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①　除去土壌等の仮置場の原状回復など予算の確保に万全を期すとともに，現場保管に係る搬出

困難案件の解消について制度設計を行うこと。

②　放射能汚染濃度8, 000Bq/kg 超の指定廃棄物（焼却灰等）は，特定廃棄物埋立処分施設へ安

全かつ早期に搬出すること。

③　農林業系汚染廃棄物は，処理の促進と最終処分までの適切な保管のため，財政的・技術的支

援を継続すること。

④　除去土壌等の県外最終処分までの計画を提示すること。

⑤　原発事故以前の健全な状態へ回復するまでの間，固定資産税を免除するとともに，市税等の

減収分補填のための震災復興特別交付税の財源措置を継続すること。

⑥　仮置場や仮設住宅用地等での利用後，当該用地に集会所など福祉向上に資する施設等を整備

する場合は，財政措置を講じること。

⑦　増加する有害鳥獣の処理が適切に実施できるよう，広域的な規模での有害鳥獣専用処理施設

の整備に併せ，処理体制に係る財政措置を講じること。また，鳥獣被害防止対策に関する支援

策を継続するとともに，侵入防止策の予算拡充を図ること。

⑧　福島再生加速化交付金について，風評払拭の取組強化に向けた財政支援の拡充を図るととも

に，地域の実情に応じた取組も対象とすること。

⑵　確実な汚染水・処理水の対策

①　ＡＬＰＳ処理水の処分を実施する前に，安全性を科学的知見に基づき，全国，全世界へ周知

し，理解と合意を得るとともに，風評被害に対して万全の対策を講じ，仮に損害が生じてし

まった場合には，速やかに賠償するスキームを構築し，利害関係者の理解と合意を得るよう，

東京電力ホールディングス株式会社（以下，「東京電力」という。）に指導すること。また，そ

れまでは陸上保管を継続し，タンク保管容量の余力の確保等についても検討するよう，東京電

力に指導すること。

②　トリチウムの分離技術について，実用化の可能性を前向きに評価し，当該技術の実用化に向

けて全力を尽くすこと。また，根本的な原因である汚染水の発生を抑制し，将来的には防止す

るよう，高等教育機関などの様々な知見を参考にしながら抜本的な対策を講じるよう，東京電

力に指導すること。

⑶　原子力損害賠償の適切な実施等

①　原子力発電所事故による個人・法人及び地方自治体が被った全ての損害について，東京電力

への賠償請求の簡素化を図るとともに，迅速かつ確実な賠償を行うよう，同社へ指導すること。

②　風評被害の防止・解消に向けた対策を強化し，風評の早期払拭を図るとともに，農林水産物

等に対する放射性物質対策や生産者への支援等の拡充を図ること。

⑷　健康管理・生活安心体制の継続

①　健康異常を早期発見できる徹底した健康管理体制を堅持するとともに，その費用について全

額国庫負担を継続すること。

②　避難指示等対象地域における医療費一部負担金，介護保険利用者負担，国民健康保険税・後
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期高齢者医療制度保険料・介護保険料の被保険者の免除について，国の特別の財政支援を継続

すること。

③　生活再建や心のケア等に必要な支援とともに，地域の復興・再生に対し十分な支援を行うこ

と。

④　全ての除去土壌等が撤去された後のリアルタイム線量測定システムの配置のあり方について

は，各自治体や地域住民の意向を十分に踏まえ，理解を得ながら，配置基準や諸手続きを示す

こと。

⑤　除染の枠組み以外の箇所等で，健康影響等が懸念される箇所が新たに判明した場合，線量低

減化などの環境回復措置を講じること。


